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衆
議
院
議
員
川
田
悦
子
君
提
出
民
間
都
市
開
発
推
進
機
構
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

（
一
）
に
つ
い
て

御
指
摘
の
土
地
取
得
譲
渡
業
務
の
対
象
と
な
る
民
間
都
市
開
発
事
業
に
対
す
る
支
援
措
置
と
し
て
は
、
民
間
都
市
開
発
の

推
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
昭
和
六
十
二
年
法
律
第
六
十
二
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
十
四
条
第
二
項
第
三

号
の
規
定
に
基
づ
き
法
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
民
間
都
市
開
発
推
進
機
構
（
以
下
「
機
構
」
と
い
う
。
）

が
民
間
都
市
開
発
事
業
に
参
加
し
、
ノ
ウ
ハ
ウ
の
提
供
等
を
行
う
こ
と
が
あ
る
。

（
二
）
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
土
地
取
得
譲
渡
業
務
の
対
象
と
な
る
民
間
都
市
開
発
事
業
の
要
件
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
で
あ

る
（
法
第
二
条
第
二
項
並
び
に
民
間
都
市
開
発
の
推
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
令
（
昭
和
六
十
二
年
政
令
第
二
百
七
十

五
号
）
第
二
条
第
二
項
及
び
第
三
項
）
。

�

民
間
事
業
者
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
都
市
に
お
け
る
土
地
の
合
理
的
か
つ
健
全
な
利
用
及
び
都
市
機
能
の
増
進
に
寄
与
す

る
建
築
物
及
び
そ
の
敷
地
の
整
備
に
関
す
る
事
業
（
こ
れ
に
附
帯
す
る
事
業
を
含
む
。
）
の
う
ち
公
共
施
設
の
整
備
を
伴

う
も
の
で
あ
っ
て
、
当
該
事
業
が
行
わ
れ
る
土
地
の
区
域
の
面
積
が
五
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
り
、
か
つ
、
整
備
さ

一



れ
る
建
築
物
の
延
べ
面
積
が
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る
も
の

�

民
間
事
業
者
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
四
条
第
六
項
の
都
市
計
画
施
設
の

う
ち
道
路
、
駐
車
場
、
公
園
、
緑
地
、
広
場
、
運
動
場
、
墓
園
、
下
水
道
、
河
川
、
運
河
及
び
水
路
並
び
に
防
水
、
防
砂

又
は
防
潮
の
施
設
の
整
備
に
関
す
る
事
業
で
あ
っ
て
、
同
法
第
五
十
九
条
第
四
項
の
認
可
を
受
け
た
も
の

ま
た
、
（
一
）
に
つ
い
て
で
述
べ
た
機
構
の
支
援
措
置
は
、
機
構
の
土
地
取
得
譲
渡
業
務
の
対
象
と
な
る
民
間
都
市
開
発

事
業
が
公
共
施
設
や
都
市
計
画
施
設
の
整
備
を
通
じ
て
良
好
な
市
街
地
の
形
成
と
都
市
機
能
の
維
持
及
び
増
進
に
寄
与
す
る

こ
と
か
ら
行
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

（
三
）
に
つ
い
て

機
構
に
お
い
て
は
、
取
得
し
た
事
業
見
込
地
に
お
い
て
施
行
さ
れ
る
民
間
都
市
開
発
事
業
が
（
二
）
に
つ
い
て
で
述
べ
た

�
又
は
�
の
要
件
を
満
た
し
て
い
な
い
こ
と
が
判
明
し
た
場
合
に
は
、
こ
れ
ら
の
要
件
を
満
た
す
よ
う
改
善
を
求
め
る
こ
と

と
し
て
い
る
が
、
仮
に
、
事
業
見
込
地
の
譲
渡
契
約
締
結
後
に
当
該
事
業
見
込
地
に
お
け
る
民
間
都
市
開
発
事
業
が
こ
れ
ら

の
要
件
を
満
た
さ
な
い
ま
ま
施
行
さ
れ
る
等
の
場
合
に
は
、
当
該
譲
渡
契
約
を
解
除
す
る
こ
と
も
あ
り
得
る
。

（
四
）
に
つ
い
て

二



（
二
）
に
つ
い
て
で
述
べ
た
�
の
要
件
に
該
当
す
る
住
宅
建
設
事
業
は
、
機
構
の
土
地
取
得
譲
渡
業
務
の
対
象
と
な
る
。

（
五
）
に
つ
い
て

御
指
摘
の
事
業
は
、
（
二
）
に
つ
い
て
で
述
べ
た
�
の
要
件
に
該
当
し
て
い
る
。

三


